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緊急事態宣言期間の延長に伴う西東京剣道連盟等の当面する諸事業

対応について

　標記について、下記のとおり決定しましたのでお知らせします。

加盟団体および会員各位におかれましては、別添㊢文書のとおり、東京都剣道

連盟に於いては延長期間中の審査会や大会および稽古会等の中止または延期決定

がされたことを踏まえ、引き続き、宣言の延長期間中における稽古会等はできる

だけ控えていただくとともに、実施する場合には各自治体の施設利用に関する指

針ならびに全剣連・東剣連の感染拡大予防ガイドラインを遵守し、新型コロナウ

イルス感染予防対策のより一層の徹底をお願いします。

記

１　緊急事態宣言の延長期間中（2/8～3/7）の全剣連・東剣連・西東京剣連の諸

事業について（既に中止決定されている事業は除く）

(1) 2/14（日）西東京ブロック講習会　            ⇒　中止

　(2) 2/20（土）理事会　　　　　                  ⇒　書面理事会で実施

　　　　　　　　※理事会前の常任幹事会は密集回避の観点から中止とします。

※理事会議案（令和３年度事業計画案・予算案）一式について

は、

　　　　　　　　　別途、理事会メンバー宛に送付します。

(3) 2/20（土）男子稽古会（東京都剣道大会結団式）⇒　中止

　(4) 2/20（土）剣道七段審査会（長野）　　　　　　⇒　実施

　(5) 2/21（日）剣道六段審査会（長野）　　　　　　⇒　実施

(6) 2/21（日）四・五段審査会　　　　　　　　　　⇒　延期（期日未定）

　(7) 2/27（土）東京都剣道大会　　　　　　　　　　⇒　中止

　(8) 3/ 7（日）西東京男子国体予選会　　　　　　　⇒　実施

　　　　　　　　※開催通知、要項等は、別途、加盟団体宛てに送付します。

　(9) 加盟団体一級審査会について　　　　　　　　　⇒　実施または延期

　　　　　　　　※各加盟団体の判断により対応をお願いします。

２　延長期間以降年度内の全剣連・東剣連・西東京剣連の諸事業について

　(1) 3/13（土）形強化稽古会　　 　　　　　　　　⇒　実施（11/14から延

期）

　(2) 3/14（土）全日本女子剣道選手権大会（長野）　⇒　実施

　(3) 3/14（土）全日本剣道選手権大会（長野）　　　⇒　実施

　　　　　　　　※多摩市剣道連盟所属　村冨聖気選手出場

　(4) 3/27（土）女子稽古会　　　  　　　　　　　　⇒　実施

　(5) 3/27（土）東剣連剣道八段受審者講習会　　　　⇒　実施（2/14から延

期）

３　当面する令和３年度西東京剣連事業（案）について

　(1) 西東京女子剣道選手権大会・女子剣道優勝大会について



　　　近年は４月に実施していますが、感染状況等から５月１５日（土）八王子

甲の

原体育館での開催で調整しています。

なお、会場の利用人数の制限があることから、実施種目は女子剣道選手権

大会

　　のみとし、また、館内の飲食についても制限があるため、開催時間について

も時

間を早めて午前中で終了できるよう調整する予定です。優勝大会については

年度

内に実施できるよう別途検討します。決定次第、加盟団体宛てに通知しま

す。

　(2) （前期）三段以下審査会について

　　　６月６日（日）エスフォルタアリーナ八王子メインアリーナでの開催で調

整し

ています。別途、加盟団体宛てに通知します。

　(3) 立川練成館での男子・女子・形の稽古会について

計画に従い実施する予定です。別途、新年度の稽古会参加希望者の取りま

とめ

および報告依頼を通知します。

　(4) 西東京剣道選手権大会について

　　　７月開催予定でしたが、当初予定していた７月4日（日）が東京都議会議員

選挙投票日となり使用不可となったため、現在、主管団体に別日程での施設

確保の調整をお願いしています。

(5) 合同稽古会について

再開に向けては、今後の感染状況やワクチン接種会場などに伴う主管団体

の施

設確保状況、施設の利用人数の制限などのほか、稽古会実施方法、人数制限

の要否および制限方法、検温消毒等の感染予防策の実施方法等について、主

管団体を含めた個々の会場の事情に応じた実施方法の検討や諸調整を行う必

要があることから、当面、令和３年度上半期（４月～９月）の合同稽古会は

中止とします。

４　東剣連・全剣連の令和３年度事業について

　　東剣連の事業計画については別添（東剣連ホームページ掲載抜粋）のとおり

です。

全剣連の事業計画については本日時点で発表されていません。通知があり次

第、西東京剣連事業計画に記載し、理事会の議決を経てホームページに掲載し

ます。

５　西東京剣道連盟事務局業務体制について

　　引き続き、「時差出勤」、「在宅勤務」等の勤務体制としますので、問い合

わせ等はＦＡＸ・メール・留守電伝言でお願いします。

メールおよび郵便物は毎日必ず確認し必要な対応を取っていますが、お急ぎ

の問い合わせ等は事務局長宛て（携帯）にお願いします。

以　上


